
 

豊中市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適 

正化に関する法律の事務処理要綱  

 

 

 

（目的）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 大 阪 府 産 業 保 安 行 政 事 務 に 係 る 事 務 処 理 の

特 例 に 関 す る 条 例 (平 成 １ ２ 年 大 阪 府 条 例 第 ６ 号 ) 第 ６ 条 の 規

定 に 基 づ き 、 本 市 が 処 理 す る 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取

引の適正化に関する法律 (昭和４２年法律第１４９号。以下「法 」

と い う 。 )の 施 行 に 係 る 事 務 処 理 (立 入 検 査 及 び 違 反 処 理 に 関 す

るものを除く 。)に関し 、必要な事項を定めることを目的とする 。 

（用語の定義）  
第２条  この要綱による用語の意義は、次に揚げるもののほか、  

法、政令及び省令において使用する用語の例による。  

（ １ ） 政 令  液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す

る法律施行令 （昭和４３年政令第１４号）をいう。  

（ ２ ） 省 令  液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す

る法律施行規則 （平成９年通商産業省令第１１号）をいう。  
（ ３ ） 液 化 石 油 ガ ス 事 業 者 等  液 化 石 油 ガ ス の 販 売 、 液 化 石 油 ガ

ス器具等 の製造、販売及び保安機関等の登録を受けた者をいう。 
（ ４ ） 関 係 施 設 等  液 化 石 油 ガ ス 事 業 者 等 の 事 務 所 、 営 業 所 、 工

場、 事業場、貯蔵施設及び充てん設備をいう。  
（５）貯蔵施設等  貯蔵施設及び特定供給設備をいう。  
（ ６ ） 液 化 石 油 ガ ス 施 設 台 帳  電 算 処 理 し た 液 化 石 油 ガ ス 施 設 に

関する 情報を記録したものをいう。  
（ ７ ） 電 算 処 理  許 可 、 届 出 及 び 申 請 等 に 係 る 事 務 及 び 関 係 施 設

等の 情報をＰＣソフトで処理することをいう。  
（８）受付印  印様式第１号の印をいう。  

（９）届出受理済印  印様式第２号の印をいう。  

（各種申請の処理における共通事項）  
第 ３ 条  消 防 長 は 、 法 の 規 定 に 基 づ く 申 請 に つ い て は 、 次 の 各 号

に定めるとおりとする。  
（ １ ） 申 請 者 が 個 人 経 営 の 事 業 者 で あ る 場 合 は 、 そ の 経 営 者 と す



る。  
（ ２ ） 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 、 そ の 代 表 者 と す る 。 た だ し 、

同法人内 の管理的立場にあるものを代理人として定め、申請を

行う 場合は、原則として代表者の委任状を提出するものとする。 
（ ３ ） 申 請 書 は 、 ２ 通 提 出 を 求 め る も の と し 、 そ れ ぞ れ に 受 付 印

を押印 する。  
２  豊 中 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ２ 年 豊 中 市 条 例 第 ９ 号 ） の 規 定 に

よ り 手 数 料 の 徴 収 が 必 要 な と き は 、 同 条 例 で 定 め る 額 の 手 数 料

を申請者から徴収するものとする。  

（販売事業の登録の申請）  

第 ４ 条  法 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事 業 の 登

録の申請があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算 処

理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（２） 前号の審査及び調査の結果、法で定める登録の基準（以下、

｢登録の基準 ｣という。）に適合していると認めるときは、登録

審査書（審査様式第１ 号）を作成し、液化石油ガス販売事業者

登録簿（登録様式第１ 号）に登録するとともに、販売事業者登

録通知書（登録様式第 ２号）は電算処理を行い、申請者に交付

する 。  

（ ３ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 ４ 条 第 ２ 項 に 定 め る 関 係 図 書 を 添

付させる 。  

（販売事業の登録の拒否）  

第 ５ 条  前 条 の 申 請 に お い て 、 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に 該 当 す る

と 認 め る と き は 、 登 録 審 査 書 を 作 成 し 、 販 売 事 業 登 録 拒 否 通 知

書（登録様式第３号）は電算処理を行い、申請者に交付する。  

（登録簿の謄本の交付及び閲覧の請求）  

第 ６ 条  法 第 ３ 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事 業

の登録簿 の謄本交付及び閲覧の請求があったときは、次により

処理 するものとする。  

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 請 求 書 の 内 容 を 審 査 し 、 請 求 に 係 る 電 算 処

理を 行う。  

（ ２ ） 前 号 の 交 付 の 請 求 に は 、 登 録 簿 の 謄 本 を 請 求 者 に 請 求 枚 数

を交付 し、閲覧の場合は閲覧させる。  

（保安機関の認定又は更新認定の申請）  



第 ７ 条  法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 保 安 機 関 の 認 定 の 申 請 又

は 法 第 ３ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 認 定 の 更 新 の 申 請 が あ っ た と

きは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算 処

理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 法 で 定 め る 保 安 業 務 の 区 分 の

基準（以下、｢保安機関の基準 ｣という。）に適合していると認

めるときは 、保安機関認定（更新）審査書（審査様式第２号）

を作成 し、保安機関認定書（認定様式第１号）又は保安機関認

定更 新書（認定様式第 ２号）は電算処理を行い、申請者に交付

する 。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 保 安 機 関 の 基 準 に 適 合 し て

いないと 認めるときは、保安機関認定（更新 ）審査書を作成し、

保安機関不認定通知書（認定様式第３号）又は保安機関更新不

認定通知書（認定様式第 ４号）は電算処理を行い、申請者に交

付する 。  

（ ４ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 に 定 め る 関 係 図 書 を

添付 させる。  

（一般消費者等の数の増加認可書等の交付）  

第 ８ 条  法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 に よ る 一 般 消 費 者 等 の 数 の 増 加 認 可 の

申請があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算 処

理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 法 で 定 め る 一 般 消 費 者 等 の 数

の範囲 の基準（以下、｢範囲の基準 ｣という。）に適合している

と認 めるときは、一般消費者等認可審査書（審査様式第３号）

を作成 し、一般消費者等の数の増加認可書（認可様式第１号）

は電算処理 を行い、申請者に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 認 可 の 基 準 に 適 合 し て い な

いと 認めるときは、一般消費者等認可審査書を作成し、一般消

費者等 の数の増加不認可通知書（認可様式第２号）は電算処理

を行 い、申請者に交付する。  

（ ４ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 に

定める 関係図書を添付させる。  

（保安業務規程の認可又は変更認可の申請）  



第 ９ 条  法 第 ３ ５ 条 第 １ 項 前 段 の 規 定 に よ る 保 安 業 務 規 程 の 認 可

の 申 請 又 は 法 第 ３ ５ 条 第 １ 項 後 段 の 規 定 に よ る 保 安 業 務 規 程 の

変更認可の申請があったときは 、次により処理するものとする 。 

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算 処

理を 行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 法 で 定 め る 保 安 業 務 規 程 に 関 す る 事 項

（以下「保安業務規程の事項」という。）に適合していると認

めるときは 、保安業務規程（変更）認可審査書（審査様式第４

号）を作成し、保安業務規程認可書（認可様式第３号）又は保

安 業務 規程 変更認可 書（ 認可 様式第４ 号） は電 算処理を 行い 、

申請者 に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 保 安 業 務 規 程 の 事 項 に 適 合

していないと 認めるときは、保安業務規程（変更）認可審査書

を作成 し、保安業務規程不認可通知書（認可様式第５号）又は

保安業務規程変更不認可通知書（認可様式第６号）は電算処理

を行 い、申請者に交付する。  

（液化石油ガス販売事業者の認定の申請）  

第 １ ０ 条  法 第 ３ ５ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 販 売

事 業 者 の 認 定 の 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と

する。  

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算 処

理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 法 で 定 め る 一 般 消 費 者 等 の 保

安を 確保するための機器の設置及び管理の方法（以下「販売事

業者 の認定の基準」という 。）に適合していると認めるときは、

液化石油 ガス販売事業者認定審査書（審査様式第５号）を作成

し、液化石油ガス販売事業者認定書（認定様式第５号）は電算

処理 を行い、申請者に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 販 売 事 業 者 の 認 定 の 基 準 に

適合 していないと認めるときは、液化石油ガス販売事業者認定

審査書 を作成し、液化石油ガス販売事業者不認定通知書（認定

様式第 ６号）は電算処理を行い、申請者に交付する。  

（ ４ ） 当 該 申 請 書 に は 、 省 令 第 ４ ６ 条 第 ５ 号 に 定 め る 運 営 管 理 規

程を 添付させる。  

（貯蔵施設等の許可の申請）  



第 １ １ 条  法 第 ３ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 貯 蔵 施 設 又 は 特 定 供 給

設 備 （ 以 下 「 貯 蔵 施 設 等 」 と い う 。 ） の 設 置 の 許 可 の 申 請 又 は

第 ３ ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 貯 蔵 施 設 等 の 変 更 の 許 可 の 申

請があったがあったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算 処

理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 法 で 定 め る 技 術 上 の 基 準 （ 以

下「 技術上の基準」という。）に適合していると認めるときは、

貯蔵施設等 及び充てん設備（設置・変更）許可審査書（審査様

式第 ６号）を作成し、貯蔵施設等設置許可書（許可様式第１号 ）

又は 貯蔵施設等変更許可書（許可様式第２号）は電算処理を行

い、 申請者に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い

ないと 認めるときは、貯蔵施設等及び充てん設備（設置・変更 ）

許可 審査書を作成し、貯蔵施設等設置不許可通知書（許可様式

第３ 号）又は貯蔵施設等変更不許可通知書（許可様式第４号）

は電算処理 を行い、申請者に交付する。  

（ ４ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 ５ １ 条 第 ２ 項 に 定 め る 関 係 図 書 を

添付 させる。  

（貯蔵施設等の完成検査の申請）  

第 １ ２ 条  法 第 ３ ７ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 貯 蔵 所 施 設 等 の 設

置 又 は 変 更 の 完 成 検 査 の 申 請 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す

るものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算

処理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い る

と 認 め る と き は 、 貯 蔵 施 設 等 及 び 充 て ん 設 備 完 成 検 査 調 査 書

（審査様式第 ７号）を作成し 、貯蔵施設等完成検査証は電算処

理を 行い、申請者に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い

ないと 認めるときは、貯蔵施設等及び充てん設備完成検査調査

書を 作成し、貯蔵施設等完成検査不合格通知書（許可様式第５

号） は電算処理を行い、申請者に交付する。  

（充てん設備の許可又は変更許可の申請）  

第 １ ３ 条  法 第 ３ ７ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 充 て ん 設 備 の 設 置



の 許 可 の 申 請 又 は 法 第 ３ ７ 条 の ４ 第 ３ 項 に お い て 読 み 替 え て 準

用 す る 法 ３ ７ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 許 可 の 申 請 が あ

ったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 消 防 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算 処

理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い る

と認 めるときは、貯蔵所施設等及び充てん設備（設置・変更）

許可 審査書を作成し、充てん設備設置許可書（許可様式第６号 ）

又は 充てん設備変更許可書（許可様式第７号）は電算処理を行

い、 申請者に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い

ないと 認めるときは、貯蔵所等及び充てん設備（設置・変更）

許可 審査書を作成し、充てん設備設置不許可通知書（許可様式

第８ 号）又は充てん設備変更不許可通知書（許可様式第９号）

は電算処理 を行い、申請者に交付する。  

（ ４ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 ６ ３ 条 第 ２ 項 に 定 め る 関 係 図 書 を

添付 させる。  

（充てん設備の完成検査の申請）  

第 １ ４ 条  法 第 ３ ７ 条 の ４ 第 ４ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法

第 ３ ７ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 充 て ん 設 備 の 設 置 又 は 変 更 の

完成検査の申請があったときは 、次により処理するものとする 。 

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算

処理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い る

と認 めるときは、貯蔵施設等及び充てん設備完成検査調査書を

作成 し、充てん設備完成検査証は電算処理を行い、申請者に交

付する 。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い

ないと 認めるときは、貯蔵施設等及び充てん設備完成検査審査

書を 作成し、充てん設備完成検査不合格通知書（許可様式第１

０号 ）は電算処理を行い、申請者に交付する。  

（充てん設備の保安検査の申請）  

第 １ ５ 条  法 第 ３ ７ 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 充 て ん 設 備 の 保 安

検査の申請があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 申 請 書 の 内 容 を 審 査 し 、 申 請 に 係 る 電 算



処理後 、必要があると認めるときは調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い る

と認 めるときは、充てん設備保安検査調査書（審査様式第８号 ）

を作成 し、充てん設備保安検査証は電算処理を行い、申請者に

交付 する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い

ないと 認めるときは、貯蔵施設等及び充てん設備完成検査調査

書を 作成し、充てん設備保安検査不合格通知書（許可様式第１

１号 ）は電算処理を行い、申請者に交付する。  

（関係行政機関への通報）  

第 １ ６ 条  法 第 ８ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 大 阪 府 公 安 委 員 会 又 は

豊 中 市 消 防 長 へ の 通 報 は 、 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確 保 及 び 取 引

の適正化に関する法律に基づく許可等の通報について（通報）（ 通

報 様 式 第 １ 号 ） に よ り 、 許 可 等 を 行 っ た 翌 月 に 遅 滞 な く ま と め

て行うものとする。  

（各種届出等の処理における共通事項）  

第１７条  予防課長は 、法又はこの要綱で定める届出又は報告（以

下 「 届 出 等 」 と い う 。 ） を 処 理 す る と き は 、 次 の 各 号 に 定 め る

ところによるものとする。  

（ １ ） 届 出 等 の 書 式 は 、 法 又 は こ の 要 綱 で 定 め る 様 式 に よ る も の

とし 、かつ 、必要事項が記載されていることを確認するものと

する 。  
（２ ）届出者が個人経営の事業者である場合、その経営者とする。  
（ ３ ） 届 出 者 が 法 人 で あ る 場 合 は 、 そ の 代 表 者 と す る 。 た だ し 、

同法人内 の管理的立場にあるものを代理人として定め、申請を

行う 場合は、原則として代表者の委任状を提出するものとする。 
（ ４ ） 届 出 等 は 、 ２ 通 提 出 を 求 め る も の と し 、 そ れ ぞ れ に 受 付 印

を押印 し、１通に届出受理済印を押印後、届出者に交付するも

のとする 。  
（登録行政庁の変更の届出）  

第 １ ８ 条  法 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 登 録 行 政 庁 の 変 更 の 届 出 が あ っ

たときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 変 更 が あ っ た も の と 認 め る と き は 、 当



該届出書 のうち１通に受付印及び届出受理済印を押印し、届出

者に 交付する。  

（液化石油ガス販売所等の変更の届出）  

第 １ ９ 条  法 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 販 売 所 等 の 変 更 の

届出があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 変 更 が あ っ た も の と 認 め る と き は 、 当

該届出書 のうち１通に受付印及び届出受理済印を押印し、届出

者に 交付する。  

（ ３ ） 当 該 届 出 書 に は 、 貯 蔵 施 設 の 変 更 を し た 者 に あ っ て は 省 令

第４ 条第２項第１号に揚げる書類、貯蔵施設を保有又は占有し

な い 理 由 を 変 更 し た 者 に あ っ て は 省 令 第 ４ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に

揚げる 書類、液化石油ガスによる災害により支払うことのある

損 害 賠 償 の 支 払 能 力 を 変 更 し た 者 に あ っ て は 省 令 第 ４ 条 第 ２

項第 ４号に揚げる書類を添付させる。  

（液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出）  

第 ２ ０ 条  法 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事 業

者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 （ 甲 ） 又 は 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事 業 者 の 地

位 の 承 継 の 届 出 （ 乙 ） が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の

とする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 省 令 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ る 承 継 が あ っ

たものと 認めるときは、当該届出書のうち１通に受付印及び届

出受理済 印を押印し、届出者に交付する。  

（ ３ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 １ ０ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 に

定める 承継の区分により、証明書及び関 係 図 書 を 添 付 さ せ る 。 

（液化石油ガス業務主任者等の選任又は解任の届出）  

第 ２ １ 条  法 第 １ ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 業 務 主 任

者 （ 以 下 「 業 務 主 任 者 」 と い う 。 ） の 選 任 又 は 解 任 の 届 出 又 は

法 第 ２ １ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 業 務 主 任 者 の 代 理 者 の 選 任 又 は

解任の届出があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  



（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 選 任 又 は 解 任 が あ っ た も の と 認 め る と

きは 、当該届出書のうち１通に受付印及び届出受理済印を押印

し、 届出者に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 届 出 書 に は 、 省 令 で 定 め る 免 状 の 写 し を 添 付 さ せ

る。  

（液化石油ガス販売事業の廃止の届出）  

第 ２ ２ 条  法 第 ２ ３ 条 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事 業 の 廃 止

の届出があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理後 、必要があると認めるとき調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 液 化 石 油 ガ ス に よ る 災 害 の 防

止上適当 であると認めるときは、当該届出書のうち１通に受付

印及 び届出受理済印を押印し、届出者に交付する。  

（３ ）当該届出書には、廃止が認められる関係書類を添付させる。  

（一般消費者等の数の減少の届出）  

第 ２ ３ 条  法 第 ３ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一 般 消 費 者 等 の 数 の 減

少の届出があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 範 囲 の 基 準 が 適 当 で あ る と 認 め る と き

は、当該届出書のうち１通に受付印及び届出受理済印を押印し 、

届出者 に交付する。  

（ ３ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 揚 げ る 書 類

を添付 させる。  

（認定行政庁の変更の届出）  

第 ２ ４ 条  法 第 ３ ５ 条 の ４ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ６ 条

の 規 定 に よ る 認 定 行 政 庁 の 変 更 の 届 出 が あ っ た と き の 処 理 に つ

いては、第１８条に準じて行う。  

（保安機関の変更の届出）  

第 ２ ５ 条  法 第 ３ ５ 条 の ４ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ８ 条

の 規 定 に よ る 保 安 機 関 の 変 更 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り

処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 処 理 に つ い て は 、 第 １ ９ 条 第 １

号及 び第２号に準じて行う。  

（ ２ ） 当 該 届 出 書 に は 、 省 令 第 ４ １ 条 第 ２ 項 に 揚 げ る 書 類 を 添 付



させる 。  

（保安機関の地位の承継の届出）  

第 ２ ６ 条  法 第 ３ ５ 条 の ４ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 １ ０

条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 保 安 機 関 の 地 位 の 承 継 の 届 出 （ 甲 ） 又 は

保 安 機 関 の 地 位 の 承 継 の 届 出 （ 乙 ） が あ っ た と き の 処 理 に つ い

ては、第２０条に準じて行う。  

（保安業務の廃止の届出）  

第 ２ ７ 条  法 第 ３ ５ 条 の ４ に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ２ ３

条 の 規 定 に よ る 保 安 業 務 の 廃 止 の 届 出 が あ っ た と き の 処 理 に つ

いては、第２２条に準じて行う。  

（認定液化石油ガス販売事業者の状況の報告）  

第 ２ ８ 条  法 第 ３ ５ 条 の ７ の 規 定 に よ る 認 定 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事

業 者 の 状 況 の 報 告 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す る も の と す

る。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 報 告 書 の 内 容 を 審 査 し 、 報 告 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 省 令 で 定 め る 報 告 内 容 で あ る と 認 め る

ときは 、当該届出書のうち１通に受付印及び届出受理済印を押

印し 、届出者に交付する。  

（貯蔵施設等の撤去又は軽微な変更の届出）  

第 ２ ９ 条  法 第 ３ ７ 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 貯 蔵 施 設 等 の 撤 去

又 は 貯 蔵 施 設 等 の 軽 微 な 変 更 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り

処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理後 、必要があると認めるとき調査を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 及 び 調 査 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い る

と認 めるときは、当該届出書のうち１通に受付印及び届出受理

済印 を押印し、届出者に交付する。  

（ ３ ） 第 １ 号 の 届 出 書 に は 、 撤 去 ・ 廃 止 又 は 軽 微 な 変 更 の 内 容 が

確認 できる関係図書を添付させる。  

(高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関の完成検査受検の届出） 

第 ３ ０ 条  法 第 ３ ７ 条 の ３ 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 、 高 圧 ガ

ス 保 安 協 会 （ 以 下 「 協 会 」 と い う 。 ） 又 は 指 定 完 成 検 査 機 関 の

行 う 貯 蔵 施 設 等 の 完 成 検 査 を 受 け た と き の 届 出 が あ っ た と き は 、

次により処理するものとする。  



（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 確 認 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 確 認 の 結 果 、 検 査 の 受 検 が あ っ た も の と 認 め る と き

は、当該届出書のうち１通に受付印及び届出受理済印を押印し 、

届出者 に交付する。  

（協会又は指定完成検査機関の完成検査結果の報告）  

第 ３ １ 条  法 第 ３ ７ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 会 又 は 指 定 完 成

検 査 機 関 の 行 う 貯 蔵 施 設 等 の 完 成 検 査 の 結 果 の 報 告 が あ っ た と

きは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 報 告 書 の 内 容 を 確 認 し 、 報 告 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 確 認 の 結 果 、 技 術 上 の 基 準 に 適 合 し て い る と 認 め る

ときは 、当該報告書のうち１通に受付印及び届出受理済印を押

印し 、報告者に交付する。  

（３）当該報告書には、完成検査の記録を添付させる。  

（充てん設備の廃止又は軽微な変更の届出）  

第 ３ ２ 条  法 第 ３ ７ 条 の ４ 第 ３ 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 法 ３ ７ 条

の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 充 て ん 設 備 の 廃 止 又 は 軽 微 な 変 更 の 届

出があったときの処理については、第２９条に準じて行う。  

(協会又は指定完成検査機関の充てん設備の完成検査受検の届出） 

第 ３ ３ 条  法 第 ３ ７ 条 の ４ 第 ４ 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ３ ７

条 の ３ 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 協 会 又 は 指 定 完 成 検 査 機 関

の 行 う 充 て ん 設 備 の 完 成 検 査 を 受 け た と き の 届 出 が あ っ た と き

の処理については、第３０条に準じて行う。  

（協会又は指定完成検査機関の完成検査結果の報告）  

第 ３ ４ 条  法 第 ３ ７ 条 の ４ 第 ４ 項 で 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 ３ ７

条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 協 会 又 は 指 定 完 成 検 査 機 関 の 行 う 充

て ん 設 備 の 完 成 検 査 の 結 果 の 報 告 が あ っ た と き の 処 理 に つ い て

は、第３１条に準じて行う。  

(協会又は指定保安検査機関の充てん設備の保安検査受検の届出） 

第 ３ ５ 条  法 第 ３ ７ 条 の ６ 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 協 会 又 は

指 定 保 安 検 査 機 関 の 行 う 充 て ん 設 備 の 保 安 検 査 を 受 け た と き の

届出があったときの処理については、第３０条に準じて行う。  

(協会又は指定保安検査機関の充てん設備の保安検査結果の報告） 

第 ３ ６ 条  法 第 ３ ７ 条 の ６ 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 協 会 又 は 指 定 保 安



検 査 機 関 の 行 う 充 て ん 設 備 の 保 安 検 査 の 結 果 の 報 告 が あ っ た と

きの処理については、第３１条に準じて行う。  

（液化石油ガス設備工事の届出）  

第 ３ ７ 条  法 第 ３ ８ 条 の ３ の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 の

届出があったときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 省 令 第 ８ ７ 条 で 定 め る 工 事 内 容 に 適 合

していると 認めるときは、当該届出書のうち１通に受付印及び

届出受理済印 を押印し、届出者に交付する。  

（ ３ ） 当 該 届 出 書 に は 、 液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 の 内 容 が 確 認 で き

る関係図書 を添付させる。  

（特定液化石油ガス設備工事の事業開始の届出）  

第 ３ ８ 条  法 第 ３ ８ 条 の １ ０ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 特 定 液 化 石 油 ガ

ス 設 備 工 事 の 事 業 開 始 の 届 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り 処 理 す

るものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 届 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 法 令 で 定 め る 特 定 液 化 石 油 ガ ス 設 備 工

事事業 の事項に適合していると認めるときは、当該届出書のう

ち１ 通に受付印及び届出受理済印を押印し、届出者に交付する。 

（ ３ ） 当 該 届 出 書 に は 、 特 定 液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 事 業 の 内 容 が

確認 できる関係図書を添付させる。  

（特定液化石油ガス設備工事の事業変更又は廃止の届出）  

第 ３ ９ 条  法 第 ３ ８ 条 の １ ０ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 特 定 液 化 石 油 ガ

ス 設 備 工 事 の 事 業 変 更 の 届 出 又 は 特 定 液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 の

事業廃止の届出があったときは 、次により処理するものとする 。 

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 処 理 に つ い て は 、 第 ３ ７ 条 第 １

号及 び第２号に準じて行う。  

（ ２ ） 当 該 届 出 書 に は 、 事 業 変 更 の 場 合 に の み 変 更 内 容 が 確 認 で

きる 関係図書を添付させる。  

（充てん設備の休止又は再開の届出）  

第 ４ ０ 条  省 令 第 ８ １ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 充 て ん 設 備

の 休 止 又 は 再 開 の 届 出 （ 休 再 様 式 第 １ 号 ） が あ っ た と き は 、 次

により処理するものとする。  



（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 届 出 書 の 処 理 に つ い て は 、 第 ２ ２ 条 第 １

号及 び第２号に準じて行う。  

（ ２ ） 前 号 の 届 出 書 に は 、 休 止 又 は 再 開 が 確 認 で き る 関 係 書 類 を

添付 させる。  

（販売事業等の業務実施状況の報告）  

第 ４ １ 条  省 令 第 １ ３ ２ 条 の 規 定 に よ る 液 化 石 油 ガ ス 販 売 事 業 又

は 保 安 業 務 実 施 の 状 況 の 報 告 （ 報 告 様 式 第 １ 号 、 第 ２ 号 ） 又 は

液 化 石 油 ガ ス 充 て ん 事 業 の 報 告 （ 報 告 様 式 第 ３ 号 ） が あ っ た と

きは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 報 告 書 の 内 容 を 審 査 し 、 報 告 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 審 査 の 結 果 、 省 令 で 定 め る 報 告 内 容 で あ る と 認 め る

ときは 、当該届出書のうち１通に受付印及び届出受理済印を押

印し 、届出者に交付する。  

（許可申請等の取下げの願出）  

第 ４ ２ 条  市 長 に 対 し 法 の 規 定 に よ る 許 可 又 は 登 録 若 し く は そ の

更 新 の 申 請 者 か ら 、 申 請 後 に お い て 当 該 申 請 を 取 り 下 げ よ う と

す る た め 許 可 申 請 等 の 取 下 げ 願 出 書 （ 願 出 様 式 第 １ 号 ） が あ っ

たときは、次により処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 願 出 書 の 内 容 を 確 認 し 、 願 出 に 係 る 電 算

処理 を行う。  

（ ２ ） 前 号 の 確 認 の 結 果 、 当 該 願 出 書 の う ち １ 通 に 受 付 印 及 び 届

出受理済印 を押印し、許可申請書等のうち１通を申請者に交付

する 。  

（証明書交付願の届出）  

第 ４ ３ 条  許 可 等 に よ り 認 め ら れ た 事 項 に つ い て 、 証 明 書 交 付 願

出 書 （ 願 出 様 式 第 ２ 号 ） に よ る 願 出 が あ っ た と き は 、 次 に よ り

処理するものとする。  

（ １ ） 予 防 課 長 は 、 当 該 願 出 書 の 内 容 を 審 査 し 、 証 明 が 必 要 と 認

めるときは 、証明書（願出様式第３号） を 届 出 者 に 交 付 す る 。 

（ ２ ） 前 号 の 処 理 に つ い て 手 数 料 条 例 に 係 る も の に あ っ て は 、 手

数料 を徴収する。  

（様式の用紙）  

第 ４ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る 様 式 （ 印 様 式 を 除 く 。 ） の 用 紙 の 大

きさは、日本産業規格Ａ４とする。  



（施行細目）  

第 ４ ５ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 予 防 課 長 が 定

める。  

附 則（平成２４年３月２７日豊消予第１６８号消防長通知） 

１  この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 大 阪 府

知 事 が 行 っ た 許 可 等 の 処 分 そ の 他 の 行 為 又 は こ の 要 綱 の 施 行 の

際 現 に 大 阪 府 知 事 に 対 し て 行 っ て い る 許 可 の 申 請 そ の 他 の 行 為

で 、 施 行 日 以 後 に お い て 市 長 が 管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と と な

っ て い る 事 務 に 係 る も の は 、 法 令 中 別 段 の 定 め が あ る も の を 除

き 、 施 行 日 以 後 に お い て 、 市 長 の 行 っ た 許 可 等 の 処 分 そ の 他 の

行 為 又 は 、 市 長 に 対 し て 行 っ た 許 可 の 申 請 そ の 他 の 行 為 と み な

す。  

   附 則（平成２５年３月２８日豊消予第１５０号消防長通知） 

  この要綱は、通知の日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月２５日豊消予第２２５号消防長通知） 

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２８日豊消予第２２０号消防長通知） 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月９日豊消予第１９７号消防長通知） 

  この要綱は、通知の日から施行する。 

附 則（平成３０年４月６日豊消予第８号消防長通知） 

  この要綱は、通知の日から施行する。 

附 則（令和元年６月１８日豊消予第１１１号消防長通知） 

  この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 


